
死亡届及び死亡診断書（死体検案書）提出のオンライン・デジタル化における
HPKIリモート署名の活用について

デジタル庁 国民向けサービスグループ

厚生労働省 医政局医療情報担当参事官室
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死亡届及び死亡診断書（死体検案書）提出のオンライン・デジタル化の概要

死亡・相続に伴い、遺族に対して様々な行政手続等が発生します。

必要な手続は故人や遺族によっても異なり、かつ、手続先も多岐にわたることから、必要な手続を網羅的に把握することが難しい状況
です。

また、2024年（令和６年）の人口動態調査の結果では、国内の死亡数は160万人を超え、調査開始以来最多となっており、今後も社会
全体の負担が増加していくことが見込まれます。

死亡・相続に関する手続のオンライン・デジタル化を進めることで、遺族の負担軽減、利便性向上と市区町村等における手続の効率化
を図るため、以下の取組を検討しています。

デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和７年６月13日閣議決定）

死亡・相続手続のオンライン・デジタル化

・2020年度にデジタル・ガバメント分科会で報告した方針等に基づき、関係府省庁や地方公共団体の協力の下、次の施策を推進する。

・2021年度中に行われた実証実験等を踏まえて、死亡に関する手続（死亡届及び死亡診断書（死体検案書）の提出）のオンライン・
デジタル化に向けて、デジタル庁において、厚生労働省及び法務省とともに課題の整理を行うとともに、オンライン・デジタル化実現
に向けた具体的なシステム設計・開発に関する検討を進める。
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本取組に係るシステムの目的、機能、構成（イメージ）

医療機関で作成した死亡診断書（死体検案書）（以下「死亡診断書等」）の電子データを、マイナポータル経由で自治体に連携する
構成を検討しています。
死亡診断書等を電子データ化し自治体と連携することで、死亡届のオンライン提出を実現し、遺族の負担軽減、利便性向上を図ると
同時に、市区町村等における手続の効率化を進めることを目的としております。

③死亡診断書等連携
PMH

④二次元コードを付与し
PDF形式で発行

⑥スマホで二次元コードを読み
込みマイナポータルにログイン

⑦死亡診断書等情報取得

⑨死亡届・死亡診断書等
提出

⑤死亡診断書等PDFを印刷し渡す
（紙面には二次元コード）

マイナポータル
⑧死亡届作成

医療機関

①死亡診断書等作成
②医師の電子署名付与※

遺族等届出人

自治体

医師

死亡診断書等

HPKI

二次元コード付き死亡診断書等

二次元コード付き
死亡診断書等

マイナンバーカード
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PMH関連システムと、本取組に係る自治体との間で電子的に連携する仕組みについて

PMH（Public Medical Hub）とは、医療費助成、予防接種、母子保健等の分野におけるマイナンバーカードを活用したデジタル化を
実現するための、自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システムです。 
PMH関連システムとして様々なPMHサブシステムがあり、本取組に係る自治体との間で電子的に連携する仕組みは、PMHサブシステム
の1つとして新規構築します。

PMH

PMH共通

介護情報基盤

予診情報・予防接種記録管理・
請求支払システム

PMH自治体検診

医療費助成

PMH母子保健

本取組（死亡）

医療機関 マイナポータル
／自治体

※予防接種（プロトタイプ）はデジタル庁。
本番システムを国保中央会にて構築中。

オンライン資格
確認NW

オンライン資格
確認等システム

死亡診断書等を医療機関から受領し、
マイナポータルに電子連携することにより、
ワンストップ申請が可能となる。
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本取組に係るシステム関係の開発スケジュール

• R７年度中に、自治体との間で電子的に連携する仕組みの開発を行い、医療機関システムとの接続を検証予定。
• R８年度中に、マイナポータル統合アプリ対応を実施し、実証事業（スモールリリース）を検討。

2025年度（令和7年度） 2026年度（令和8年度）

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

主要マイルストン

本事業

自治体／医療機関

システム関係
自治体との間で電子的に

連携する仕組み
  オンライン資格確認シス
テム
医療機関システム
マイナポータル

関連システム
システム関係
戸籍情報連携システム
戸籍情報システム

仕組み構築

医療機関システム改修/
システム間連携検証

マイナポータル改修/連携/検証（実証事業用）

PMH本番環境でのシステム構築
（マイナポータルとの接続テスト等）

実証事業
（スモールリリース）

実証事業自治体・医療機関
選定

各システム改修の検討/仕様策定

本格
稼働

（順次展開）

マイナポータル
改修等

（本格稼働用）

検証事業
(医療機関システムとの

接続検証)要件定義
オンライン資格確認システム
連携アプリケーション改修等

医療機関システム改修/
システム間連携検証

▲検証事業実施

▲電カル等技術解説書公開
（HPKI関係の仕様含む）

▲実証事業
 開始

▲本格稼働
開始

検証・実証事業 本格稼働

本事業内の凡例
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死亡診断書（死体検案書）における電子署名について

死亡診断書を電子化した場合には、死亡診断書は医療機関等で作成する医療情報を含んだ文書であるため、これを取り扱うシステムに
は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」（以下「安全管理ガイドライン」という。）が適用されることとなります。

安全管理ガイドラインにおいては、
①法令で署名又は記名・押印が義務付けられた文書において、記名・押印を電子署名に代える場合に、
②法令で医師等の国家資格を有する者による作成が求められている文書については、
医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電子証明書を用いた電子署名等を用いることとしているため、
HPKI署名を使用し実装することとしています。

ローカル署名での実装に加え、医師の利便性の観点からリモート署名を使用することも検討しています。



クラウドサービス
（リモート署名）

医療機関

HPKIカード
（ローカル署名）

処方箋
情報

死亡診断書
等情報

オンライン資格確認等システム基盤

電子処方箋管理サービス

薬局

PMH(Public Medical Hub)

自治体との間で電子的に連携する仕組み

自治体/法務省

マイナポータル

マイナ
ポータル

処方箋情報

処方箋情報
ファイル

調剤情報提供ファイル

調剤結果
情報

処方箋情報

調剤情報提供ファイル

調剤結果
情報

処方箋
情報

死亡診断書等
情報ファイル

マイナンバーカード

死亡届情報ファイル

死亡診断書等
情報ファイル

死亡届情報

③死亡届作成

オンライン資格確認ネットワーク

LGWAN

HPKIカード
（ローカル署名）調剤

電子処方箋管理サービス／死亡届及び死亡診断書等提出のオンライン・デジタル化のシステム構成及び署名フロー
（※死亡届/死亡診断書等関係は全てイメージ）

死亡届情報ファイル

死亡診断書等
情報ファイル

死亡届情報
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HPKI
セカンド
電子証明書

クラウドサービス
（リモート署名）

HPKI
セカンド
電子証明書

届出人

二次元コード付き
死亡診断書等
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